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分担研究報告書

総合的な保健医療福祉システム  

研究分担者    大木元 繁（徳島県三好保健所 所長） 

研究要旨： 

 新型コロナ後の総合的な保健医療福祉システムの充実強化の方向性を明らかにするため

に、全国の保健所を対象としたメールによるアンケート調査を実施して得られたデータを

使用し追加的にクロス集計を行った。その結果、健康格差を意識した活動の実施の有無と

ナッジ理論の活用の有無についてみたところ、健康格差縮小活動をしていない保健所の

78.8％がナッジ理論の活用をしておらず、２群間には有意な差が認められた。昨今の課題

を意識して活動している保健所ほど、アンテナを高くして業務を実施していることが推測

された。 

また、コロナ禍で過去の保健所数の減少等が保健所機能の弱体化につながっているの

ではないかという意見を統計資料的に検証するため、保健所法改正等が議論されていた平

成 4 年度から、平成 6 年の地域保健法への全面改正、平成 9 年度に全面施行された時期を

挟んで令和元年度までの全国の保健所設置数、保健所医師数及び保健所 1 ヶ所当たりの医

師数の推移を観察した。平成 9 年度の地域保健法全面施行を境に保健所と保健所医師の数

が急減しており、直近の令和元年度についても前年度より保健所医師数が減少していた。

集約化の目的であった保健所の機能強化は現時点において達成できていないことが明らか

であり、コロナ後の保健所機能強化のためには、少なくとも、福岡市以外の指定都市保健

所を各１カ所にしてしまったことを再考し、複数の保健所の再設置から始めることを提案

したい。 

Ａ．研究目的 

 総合的な保健医療福祉システムは、住民

の健康を支える基盤であり、地域保健にお

いて重要な課題である。地域保健の方向性

を具体的に示すものが地域保健法における

「地域保健対策の推進に関する基本的な指

針（以下、基本指針）」であるが、平成

24 年７月の大幅な改定以降、骨格は変わ

っていない。 

この分担研究は、総合的な保健医療福祉

システムについての現状と今後のあり方等

について検討することを目的とした。

Ｂ．研究方法 

全国の保健所を対象として、令和 2

（2020）年 10 月～令和 3（2021）年 2 月

にメールによる調査を実施して得られたデ

ータを使用し追加的にクロス集計を行っ

た。また、コロナ禍で過去の保健所数の減

少等が保健所機能の弱体化につながってい

るのではないかという意見を統計資料的に

検証するため、保健所法改正等が議論され

ていた平成 4 年度から、平成 6 年の地域保

健法への全面改正、平成 9 年度に全面施行

された時期を挟んで令和元年度までの全国

の保健所設置数、保健所医師数及び保健所

1 ヶ所当たりの医師数の推移を観察した。 

Ｃ．研究結果と考察 

全国の保健所を対象としたメールによる

アンケート調査を実施して得られたデータ

を使用し追加的にクロス集計を行った。そ
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の結果、健康格差を意識した活動の実施の

有無とナッジ理論の活用の有無についてみ

たところ、健康格差縮小活動をしていない

保健所(118 ヶ所)の 78.8％(93 ヶ所)がナ

ッジ理論の活用をしていなかった。一方、

健康格差縮小活動をしている保健所(162

ヶ所)でナッジ理論の活用をしていなかっ

た保健所は 48.1％(78 ヶ所)と少なく、こ

の２群間には有意な差(p＜0.01)が認めら

れた。健康格差の縮小といった昨今の課題

を意識して活動している保健所ほど、アン

テナを高くしてナッジ理論の活用といった

新しい活動をとりいれている傾向があるこ

とがわかった。 

 また、コロナ禍で過去の保健所数の減少

等が保健所機能の弱体化につながっている

のではないかという意見を統計資料的に検

証するため、保健所法改正等が議論されて

いた平成 4 年度から、平成 6 年の地域保健

法への全面改正、平成 9 年度に全面施行さ

れた時期を挟んで令和元年度までの全国の

保健所設置数、保健所医師数及び保健所 1

ヶ所当たりの医師数の推移を観察した。平

成 9 年度の地域保健法全面施行を境に保健

所と保健所医師の数が急減しており、直近

の令和元年度についても前年度より保健所

医師数が減少していた。集約化の目的であ

った保健所の機能強化の方策として、公衆

衛生医師の各保健所への複数配置等につな

げることが構想されていたが、現時点にお

いて達成できていないことが明らかとなっ

た。現在、人口 377 万人の横浜市や 275 万

人の大阪市等の 20 ヶ所の政令指定都市にお

いて、福岡市以外で保健所の数が 1 ヶ所と

なっている。公衆衛生の第一線機関として

の保健所の立ち位置として、人口 30 万人に

1 ヶ所少なくとも 2 次医療圏に 1 ヶ所という

割合で集約化を巻き戻して再設置する必要

性があると提案したい。 

 

Ｄ．結論 

新型コロナ後の総合的な保健医療福祉シ

ステムの充実強化のなかで、全国の公衆衛

生の第一線機関としての保健所の果たす役

割を再評価し、集約化の失敗の学びから、

特に政令指定都市から保健所数の増を図る

必要がある。また、各保健所においてはア

ンテナを高くして、住民の健康増進に役立

つ取組を積極的に実施していくことが重要

である。 

 

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 第 80 回日本公衆衛生学会総会「所掌業務

と機能強化及び市町村との関係性～保健所

の役割の明確化に向けた研究～」 
 スライドは下記のとおり 
 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし
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所掌業務と機能強化及び市町村との関係性
～保健所の役割の明確化に向けた研究～

大木元 繁1)、永井仁美2)、白井千香3)、福永一郎4)、内田勝彦5)、宮園将哉6)、
土屋厚子7)、佐伯圭吾8)、赤松友梨9)、島村通子10)、尾島俊之9)

1)徳島県三好保健所、2)大阪府茨木保健所、3)枚方市保健所、4)高知県安芸福祉保
健所、
5)大分県東部保健所、6)大阪府健康医療部、7)前静岡県健康福祉部政策管理局、 8)
奈良県立医科大学
疫学・予防医学講座、 9)� � � � � � � � � � � � � � 、10)静岡県健康福祉部健
康局健康増進課

目的

• 地域保健の方向性を具体的に示すものが地域保健法の基本指針

であるが、平成24年の大幅な改定以降、骨格は変わっていない。

そこで、保健所に求められる役割を明確化するために、総合的

な保健医療福祉システム及び市町村保健センターとの関係につ

いて、現状と今後のあり方等について検討した。

方法

• 全国の保健所(469箇所)を対象として、令和2（2020）年10 月
～令和3（2021）年2 月にメールによる調査を行った。回収率
は60.8%（285 箇所）であった。

• また、既存統計資料の経年的集計分析、さらに研究班内での議
論及び前年度に実施したフォーカスグループディスカッション
(ＦＧＤ)の結果等を踏まえて検討を行った。

設置主体

67.4

6.3 20.0 6.3 0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝285)

都道府県 政令指定都市
中核市、保健所政令市 特別区
その他

所管市町村数

36.8

26.3 15.8 17.9 3.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝285)

１市区町村 � � � � � � � � � � � � � �

� � 10� � � � 11� � � � � � 無回答

管内人口

26.7

18.6 20.7 23.9 7.7 2.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体
(ｎ＝285)

10万人未満 10万～20万人未満 20万～30万人未満
30万～50万人未満 50万～100万人未満 100万人以上
無回答
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管内人口

39.1

0.0

0.0

5.6

26.7

25.0

5.6

3.5

11.1

18.6

18.2

22.2

24.6

33.3

20.7

14.6

0.0

63.2

22.2

23.9

2.6

38.9

8.8

27.8

7.7

0.5

33.3

0.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令指定都市

中核市、保健所政令市

特別区

全体(ｎ＝285)

10万人未満 10万～20万人未満 20万～30万人未満
30万～50万人未満 50万～100万人未満 100万人以上
無回答

保健所の行政組織上の位置づけ (県型保健所のみ)

28.6

41.7 27.6

2.1

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体
(ｎ＝192)

単独設置
総合事務所方式

地方振興局の内部組織または出先機関
その他
無回答

保健所の行政組織上の位置づけ(保健所設置市・特
別区のみ)

19.4

68.8 9.7 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝９３)

単独の部局 保健部局内の一部 その他 無回答

保健所長は議会の本会議に理事者として出席しますか。
(保健所設置市・特別区のみ)

40.9 57.0 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝９３)

出席する 出席しない 無回答

保健所長は所属長として職員の人事評価者となっていますか。
(保健所設置市・特別区のみ )

66.7

30.1 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝９３)

はい いいえ 無回答

保健所の実施業務①

70.5

100.0

91.9
90.9

89.5

97.5

86.0

29.1

0.0

7.7

8.1

10.5

1.4

13.3

0.4

0.0

0.4

1.1

0.0

1.

0.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

精神保健福祉法に基づく精神保健指 …

感染症法に基づく入院の勧告

難病法に基づく公費医療申請の受理

難病患者への定期的な家庭訪問

医療法に基づく公的病院以外の病院 …

食品衛生法に基づく営業停止

健康増進法に基づく喫煙可能室 …

実施している 実施していない 無回答
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保健所の実施業務②

52.6

62.1

97.2
41.8

28.1

96.1

60.7

82.8

47.0

37.5

2.1

57.5

71.2

3.5

38.2

16.8

0.4

0.4

0.7

0.7

0.7

0.

1.1
0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民泊法の住宅宿泊事業の届出の受理

狂犬病予防法関連の犬の収容

公衆浴場法関連のレジオネラ等異常 …

浄化槽法第７条関連の設置後等の水 …

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収 …

医薬品医療機器等法に基づく店舗販 …

地域医療構想調整会議の事務局機能

管内のひきこもり対応の活動への参画

実施している 実施していない 無回答

ソーシャルキャピタルに関してしていること

61.8

61.4

51.2

50.9

40.0

35.4

1.8

15.8

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70

地域の健康課題や住民組織の運営等について
住民組織の構成員に対する学習機会の提供

住民組織や市町村の担当職員とともに、
共同事業の企画や開催

住民組織の育成・支援を担当する職員等を
対象とした研修会の開催

住民組織の育成・支援を担当する職員等への
技術的な助言や具体的支援（ＯＪＴ）

住民組織活動の評価についての助言や支援

所管市町村の首長や関係者に対して、
住民組織活動の重要性についての説明

その他

いずれも該当しない

無回答

％

健康格差の縮小を意図した活動を実施していますか。

56.8

39.3 2.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝２８５ )

はい いいえ 方法がわからない 無回答

ナッジ理論の活用による個人の行動変容促進に
向けた取り組みをしていますか。

38.6

56.8 3.9

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝２８５ )

はい いいえ 方法がわからない 無回答

健康格差とナッジ理論への保健所の取組状況

ナッジ理論の活用に
よる個人の行動変容
促進に向けた取り組
みを実施している

〃 実施して
いない 計

健康格差の縮小を意
図した活動を実施し
ている

84 (51.9%) 78 (48.1%) 162 (100%)

〃実施していない 25 (21.2%) 93 (78.8%) 118 (100%)

p<0.01

他機関に対して地域の保健医療福祉関連事業に
関するコンサルティング機能を発揮しています
か。

76.5

21.8 0.4

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝２８５ )

はい いいえ 方法がわからない 無回答
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人口動態統計や国保データベース(KDB)などを用いて、管轄地域に
おける統計情報、事例の分析を含んだ地域診断等を行い、提供する
ことについて

42.5

48.1 8.8

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
(ｎ＝２８５ )

必要性が非常に高い 必要性はやや高い
必要性は低い 無回答

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H1
0

H1
1

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0 R1

保健所数と保健所医師数の推移

保健所数(A) � � � � � � (B) B/A

B/A

地域保健法全面施行(H9)

結果と考察①

• 保健所で実施している業務にはかなりのバラツキが認め
られた。

• 平成24年の基本指針改定時に盛り込まれたソーシャル
キャピタルに関する保健所の取組については、アンケー
ト調査から一定程度の拡がりが観察された。

• 人口動態統計等を用いて、地域診断、優先課題の把握を
行い、管内市町村等に提供することについては、大多数
の保健所が必要であると回答した。

• ＦＧＤでは、市町村は多様な健康問題に対応するため、
保健師の分散配置が進んできている中、その統括者の必
要性が強く感じられる一方で、統括保健師の配置が困難
な自治体もあり、そのためにも基本指針への明記を望む
声が多かった。

結果と考察②

• 都道府県に望む機能としては、災害時や大規模感染症発
生時における連携、様々なデータを処理・分析し、地域
全体を視野に入れた施策の推進や市町村業務への助言を
求める声が聞かれた。

• 既存統計資料分析から、平成９年度の地域保健法全面施
行を境に保健所と保健所医師の数が急減し、集約化の目
的であった保健所の機能強化は中期的に達成できなかっ
たことが観察された。
コロナ後の保健所機能強化のために、福岡市以外の指定
都市保健所が各１カ所にしてしまったことを再考し、複
数の保健所の再設置を提案したい。

結論

• ソーシャルキャピタルに関する保健所の取組については一定程度
の拡がりが観察された。

• 人口動態統計等を用いて、事例の分析を含んだ地域診断、優先課
題の把握を行い、管内市町村等に提供することが今後の保健所の
役割として期待された。

• 今後、新型コロナ後の総合的な保健医療福祉システムの充実強化
のなかで、全国の公衆衛生の第一線機関としての保健所の果たす
役割を明らかにしていくことが重要である。
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